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議案第８号 
秦荘町・愛知川町合併協議会専門部会規程（案） 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、秦荘町・愛知川町合併協議会規約（以下「規約」という。）第 14 
条第３項の規定に基づき、秦荘町・愛知川町合併協議会（以下「協議会」という。） 
の専門部会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 
第２条 専門部会は、幹事会の幹事長（以下「幹事長」という。）の指示を受け、規約 
第３条各号に掲げる事項について、専門的に協議または調整を行うものとする。 

 （組織） 
第３条 専門部会は、企画総務部会、住民福祉部会、産業建設部会および教育部会の４ 
部会とし、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 専門部会に、必要に応じて分科会を設置することができる。 
 （役員） 
第４条 専門部会に次の役員を置く。 

(１) 部会長  １名 
(２) 副部会長 １名 

２ 役員は、各専門部会の委員の互選により定める。 
 （役員の職務） 
第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理するとともに、必要に応じて協議会 
の会議における説明員となる。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときまたは部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が召集し、会議の議長と 
なる。 

２ 部会長は、必要に応じて会議に関係職員等の出席を要請することができる。 
３ 各専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することが

できる。 
 （報告） 
第７条 部会長は、専門部会の協議または調整の経過および結果について、幹事会に報 
告するものとする。 
のとする。 

 （庶務） 
第８条 専門部会の庶務は、部会長の属する町の担当部門が行う。 
 （委任） 
第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 
   付 則 
 この規程は、平成１５年 月  日から施行する。 
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産業建設部会

教 育 部 会

別表（第３条関係）

　　秦荘町・愛知川町合併協議会　　専門部会組織表　　　　

企画総務部会

住民福祉部会
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